
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

二
八

第
１
５
号
様
式
（
第
２
５
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

二
九

第
１
６
号
様
式
（
第
２
５
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

三
〇

第
十
八
号
様
式
及
び
第
十
八
号
様
式
の
二
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
十
八
号
様
式
の
四
中
「
山
梨
県
出
納
長
」
を
「
山
梨
県
会
計
管
理
者
」
に
、「
と
お
り
出
納
長
」

を
「
と
お
り
会
計
管
理
者
」
に
、「
こ
の
通
知
の
場
合
は
、
出
納
長
、」
を
「
会
計
管
理
者
の
場
合
は

」
に
、「
す
る
」
を
「
通
知
す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
号
様
式
（
内
訳
簿
を
除
く
。）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

三
一

第
２
０
号
様
式
（
第
３
９
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

三
二

第
二
十
一
号
様
式
か
ら
第
二
十
三
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２
１
号
様
式
（
第
３
９
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

三
三

第
２
２
号
様
式
（
第
３
９
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

三
四

第
２
３
号
様
式
（
第
３
９
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

三
五

第
二
十
四
号
様
式
（
電
算
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２
４
号
様
式
（
第
４
０
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

三
六



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

三
七

第２５号様式（第４０条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

三
八

第
二
十
四
号
様
式
（
手
書
き
用
）
中
「
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
を
削
り
、「
納
入
通
知
書
番
号
」
を
「

納
入
通
知
番
号
」
に
、「
山
梨
県
出
納
長
」
を
「
山
梨
県
会
計
管
理
者
」
に
、「
出
納
長
に
」
を
「
会

計
管
理
者
に
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

三
九

第
２
６
号
様
式
の
２
（
第
４
２
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

四
〇

第
二
十
六
号
様
式
中
「
納
入
通
知
書
番
号
」
を
「
納
入
通
知
番
号
」
に
、「
山
梨
県
出
納
長
」
を
「

山
梨
県
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、「
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
を
削
り
、「
出
納
長
に
」
を
「
会
計
管
理
者

に
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
号
様
式
の
二
（
電
算
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

四
一

第
３
３
号
様
式
（
第
５
０
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

四
二

第
３
４
号
様
式
（
第
５
０
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

四
三

第
３
５
号
様
式
（
第
５
１
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

四
四

第
３
５
号
様
式
の
２
（
第
５
１
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

四
五

第
３
６
号
様
式
（
第
５
１
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

四
六

第
３
７
号
様
式
（
第
５
１
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

四
七

第
３
８
号
様
式
（
第
５
３
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

四
八

第３９号様式（第５５条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

四
九

第
二
十
六
号
様
式
の
二
（
手
書
き
用
）
中
「
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
を
削
り
、「
山
梨
県
出
納
長
」
を

「
山
梨
県
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
号
様
式
中
「
山
梨
県
出
納
長
」
を
「
山
梨
県
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
号
様
式
中
「
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
を
削
り
、「
山
梨
県
出
納
長
」
を
「
山
梨
県
会
計
管
理

者
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
号
様
式
中
「
山
梨
県
出
納
長
」
を
「
山
梨
県
会
計
管
理
者
」
に
、「
下
さ
い
」
を
「
く
だ

さ
い
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
号
様
式
か
ら
第
三
十
九
号
様
式
ま
で
を
　
第
四
十
一
号
様
式
中
「
下
さ
い
」
を
「
く
だ

さ
い
」
に
、「
山
梨
県
出
納
長
」
を
「
山
梨
県
会
計
管

理
者
」
に
改
め
る
。

「
山

第
四
十
二
号
様
式
中
「
下
さ
い
」
を
「
く
だ
さ
い
」
に
、「
山
梨
県
出
納
長
（
出
納
員
）」
を
　
（

（

梨
県
会
計
管
理
者

出
納
員
）

に
、「
支
払
通
知
書
番
号
」
を
「
支
払
通
知
番
号
」
に
改
め
る
。

税
務
出
納
員
）

」

「
山
梨
県
会
計
管
理
者

「
山
梨
県
出
納
長

第
四
十
三
号
様
式
中
　
　
　
　
　
　
　
　
を
（
出
納
員
）

に
改
め
る
。

（
出
納
員
）」（

税
務
出
納
員
）

」

第
四
十
四
号
様
式
（
別
記
第
一
か
ら
別
記
第
四
ま
で
を
除
く
。）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

五
〇

第４４号様式（第６３条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

五
一

第
四
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
４
５
号
様
式
（
第
６
０
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

五
二


